
低所得世帯向けの給付金
ー３万円給付・こども加算ー

①給付金の概要

● 住民税非課税世帯には、
一世帯当たり ３万円 を目安に給付

● 住民税非課税世帯の子育て世帯には、
子ども一人当たり ２万円 を加算して給付

特に物価高の影響を受ける所得の低い方々に対し、
迅速に支援をお届けします。

②給付の進捗状況

５月までにほぼすべての
市区町村において

給付開始済み

※「給付開始」は、事業実施により対象世帯へ支援が届き始めた時期。

9月までに
給付開始済み

【お問い合わせ先】
○制度の概要について
内閣府地方創生推進室 03-5253-2111

○お住いの自治体の取組について
お住いの自治体窓口へお問い合わせください
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